
制度の概要（特定第二種水産動植物等関係）



〇 外国漁船によって外国法令に照らし違法な採捕が行われるおそれが大きい魚種（特定第二種水産動植物
（イカ、サンマ、サバ、マイワシ））について、輸入時に旗国の政府機関発行の適法採捕証明書等の添付を義務付
ける。なお、旗国以外の第三国で加工され輸入される場合は、輸入時に、第三国（加工地）政府機関等が発行し
た加工申告書等の添付も義務付ける。

国内流通

税 関

輸入業者等

海外事業者
（生産者・加工業者等）

適法採捕証明書の送付

証明書の発行

旗国の政府

適法採捕証明書

証
明
書
の
申
請

輸入

制度の概要（特定第二種水産動植物等関係）
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※ 通関時において適法採捕証明書を添付。

特定第二種水産動植物等に係る制度スキーム

外 国 日 本

適法採捕証明書の添付



特定第二種水産動植物及び特定第二種水産動植物等（加工品）

【特定第二種水産動植物の指定】

イカ、サンマ、サバ、マイワシの計４魚種を指定

【特定第二種水産動植物等（加工品）の指定】

特定第二種水産動植物を主な原材料として製造し、又は加工したもの。

※ 下表のうち赤囲いの対象品目（イカ、サンマ、サバ、マイワシ）は加工申告書等が必要。

対象品⽬品⽬統計品⽬番号
サンマ、サバ、マイワシIQ魚（ニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマ）（養殖用稚魚除く）（活）0301 99 210

マイワシイワシ（サルディノプス属）（生鮮・冷蔵）0302 43 100

サバサバ（生鮮・冷蔵）0302 44 000

サンマサンマ・ムロアジ（デカプテルス属）（生鮮・冷蔵）0302 49 100

サバその他のIQ魚（ニシン、サバ、ウルメイワシ）（生鮮・冷蔵）0302 89 190

サンマ、サバ、マイワシニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマのくず肉（内臓除く）（生鮮・冷蔵）0302 99 910

マイワシイワシ（サルディノプス属）（冷凍）0303 53 100

サバサバ（冷凍）0303 54 000

サンマサンマ（冷凍）0303 59 120

サバその他のIQ魚（サバ、ウルメイワシ）（冷凍）0303 89 129

サバサバのくず肉（内臓除く）（冷凍）0303 99 912

サンマ、サバ、マイワシタラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマのくず肉（内臓除く）（冷凍）0303 99 919
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※ 下表のうち赤囲いの品目が告示の内容。

〇 下表の統計品目番号に含まれるもののうち対象魚種を含むものを対象とする（ただし肝臓、卵、舌、頬、
頭部及び鰭を主たる原材料とするものは除く。）。



特定第二種水産動植物及び特定第二種水産動植物等（加工品）

【特定第二種水産動植物等（加工品）の指定】

対象品⽬品⽬統計品⽬番号
サンマ、サバ、マイワシニシン、ブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマ（フィレ）（生鮮・冷蔵）0304 49 100

サンマ、サバ、マイワシニシン、ブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマ（魚肉）（生鮮・冷蔵）0304 59 100

サンマ、サバ、マイワシニシン、ブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマ（フィレ）（冷凍）0304 89 100

サンマ、サバ、マイワシブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマ（魚肉）（冷凍）0304 99 120

サンマ、サバ、マイワシニシン、ブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマ（フィレ）（塩蔵・乾燥）0305 39 210

サンマ、サバ、マイワシニシン、イワシ、サバ、アジ、サンマ（乾燥）0305 54 100

サバIQ魚（ニシン、ブリ、サバ、ウルメイワシ）（乾燥）0305 59 020

サンマ、サバ、マイワシニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマ（塩蔵）0305 69 091

サンマ、サバ、マイワシニシン、タラ（コッド除く）、ブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマの食用くず肉（乾燥）0305 79 222

サンマ、サバ、マイワシニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ、サンマの食用くず肉（塩蔵）0305 79 324

イカモンゴウイカ（活・生鮮・冷蔵）0307 42 010

イカその他のイカ（活・生鮮・冷蔵）0307 42 090

イカモンゴウイカ（冷凍）0307 43 010

イカアカイカ（冷凍）0307 43 020

イカスルメイカ、アメリカオオアカイカ、ジンドウイカ、マツイカ、ホタルイカ（冷凍）0307 43 030

イカその他のイカ（冷凍）0307 43 090

イカモンゴウイカ（塩蔵・乾燥）0307 49 210

イカその他のイカ（塩蔵・乾燥）0307 49 290

イカその他のイカ（くん製）0307 49 500
39



特定第二種水産動植物及び特定第二種水産動植物等（加工品）

【特定第二種水産動植物等（加工品）の指定】

対象品⽬品⽬統計品⽬番号
マイワシイワシ調製品（気密）1604 13 010

マイワシイワシ調製品（気密除く）1604 13 090

サバサバ調製品1604 15 000

イカイカ調製品（くん製）1605 54 100

イカイカ調製品（気密）（くん製除く）（米含む）1605 54 911

イカイカ調製品（気密）（くん製除く）（米含まず）1605 54 919

イカイカ調製品（気密除く）（くん製除く）（米含む）1605 54 991

イカイカ調製品（気密除く）（くん製除く）（米含まず）1605 54 999
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適法採捕証明書の内容

41

適法採捕証明書に記載が必要な事項
１ 認証当局：
①⽂書番号、②認証当局の名称、③担当官名、④認証当局の住所、⑤電話/FAX番号

２ 漁船の情報：
①漁船名、②船籍の⺟港/登録番号、③漁業免許番号/免許対象漁業種別、④コールサイン、⑤ IMO/Lloydʼs番号、
⑥インマルサット番号/FAX番号/電話番号/メールアドレス（④、⑤、⑥については発⾏されている（該当する）場合）

３ 製品情報：
①製品の説明（冷凍⼜は冷蔵の別）、②⿂種、③製品のHSコード、④船上加⼯の種類（該当する場合）、
⑤漁獲⽔域/漁獲年⽉⽇、⑥推定⽣体重量⼜は⑦推定⽔揚げ重量、⑧検証⽔揚げ重量（該当する場合）

４ 資源管理措置情報
５ 漁船の船⻑：船⻑（⼀定の場合には、適法採捕証明書の記載事項について真正性を確認出来る者）

の⽒名/署名/押印
６ 洋上転載の申告（該当する場合）：
①船⻑の⽒名、②署名/年⽉⽇、③転載⽇/⽔域/場所、④推定重量、⑤転載を受けた船舶の船⻑の⽒名、⑥署名、⑦船舶名、
⑧コールサイン、⑨IMO/Lloydʼs番号（⑧、⑨については発⾏されている（該当する）場合）

７ 港湾区域内転載の許可（該当する場合）：
①担当官名、②当局名、③署名、④住所、⑤電話番号、⑥⽔揚げ港、⑦⽔揚げ年⽉⽇、⑧押印

８ 輸出者：
①輸出者名/住所、②署名、③年⽉⽇、④押印

９ 旗国の認証：
①担当官名/役職、②署名、③年⽉⽇、④押印

10 輸送の詳細：
①輸出国、②港湾/空港/その他の出発点、③船名及び船籍、➃航空便/航空貨物運送状番号、
⑤運送トラックの登録国及び⾞体登録番号、⑥鉄道貨物運送状番号、⑦その他の運送書類、⑧コンテナ番号、⑨輸出者の⽒名、
⑩輸出者の住所、⑪輸出者の署名

11 輸⼊者の申告：
①輸⼊者名/住所、②署名、③年⽉⽇、④押印、⑤製品のHSコード、⑥第三国を経由した輸⼊に係る書類

12 輸⼊管理当局



適法採捕証明書の内容（小型漁船向け簡易書式）

適法採捕証明書（⼩型漁船向け簡易書式）に記載が必要な事項
１ 認証当局：
①⽂書番号、②認証当局（担当官名、認証当局名、住所、電話番号、FAX番号）

２ 製品情報：
①製品の説明（冷凍⼜は冷蔵の別）、②⿂種、③製品のHSコード、④検証⽔揚げ重量（該当する場合）

３ 資源管理措置情報
４ 漁獲物を提供した漁船のリストと漁船別の数量（漁船名、登録番号等を添付）
５ 輸出者：
①輸出者名/住所、②署名、③年⽉⽇、④押印

６ 旗国の認証：
①担当官名/役職、②署名、③年⽉⽇、④押印

７ 輸送の詳細：
①輸出国、②港湾/空港/その他の出発点、③船名及び船籍、➃航空便/航空貨物運送状番号、
⑤運送トラックの登録国及び⾞体登録番号、⑥鉄道貨物運送状番号、⑦その他の運送書類、⑧コンテナ番号、⑨輸出者の⽒名、
⑩輸出者の住所、⑪輸出者の署名

８ 輸⼊者の申告：
①輸⼊者名/住所、②署名、③年⽉⽇、④押印、⑤製品のHSコード、⑥第三国を経由した輸⼊に係る書類

９ 輸⼊管理当局

次の４基準のいずれかに該当する小規模漁船の漁獲物で、旗国の港に水揚げされ単一の積送品として輸
出される場合は、簡易書式を用いることができる。なお、適法採捕証明書の簡易書式も旗国当局が認証を行
う。

① 曳網漁具を搭載していない全長12メートル未満の漁船
② 曳網漁具を搭載している全長８メートル未満の漁船
③ 甲板上に構造物がない漁船
④ 国際総トン数20トン未満の漁船
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制度の詳細

（特定第二種水産動植物等：輸入経路別）



輸入事業者等海外事業者

輸入経路の主なパターン

輸入事業者等海外事業者

加工事業者等輸出事業者等

加工事業者等

輸入

輸入事業者等

パターン① 旗国から直接日本に輸入する場合

パターン② 旗国以外の第三国経由で日本に輸入する場合

パターン③ 国産原魚を海外で加工し日本に輸入する場合

輸入

輸入

日 本外 国

輸出

外 国 第三国 日 本

日 本 第三国 日 本
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産地市場の皆さまに対応していただくことを想定していることパターン① 旗国から直接日本に輸入する場合

輸入事業者に対応していただくこと

適法採捕証明書※の添付（輸入通関時）

※ 外国政府（旗国政府）が発行したもの
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旗国から直接日本に特定第二種水産動植物等を輸入する際には、旗国の政府機関が発行した適法採捕証明
書の添付が必要。

外 国

国内流通

税 関
輸入事業者等海外事業者

（生産者・加工業者等）

適法採捕証明書の送付

証明書の発行

旗国の政府

日 本

※ 通関時において適法採捕証明書を添付。
※ 適法採捕証明書に係る協議が終了した国及び当該国の
証明書発行機関については、水産庁ＨＰで順次公開。

※ 適法採捕証明書を添付できないことについて、政府間
協議が継続中などのやむを得ない事由があると農林水産
大臣が認めるときは、当該書類に相当する書類に代える
ことができます。

②

③ ④

適法採捕証明書
証
明
書
の
交
付
申
請

輸入

パターン① 旗国から直接日本に輸入する場合 【流れ】

旗
国
で
の
調
達

（
生
産
又
は
仕
入
れ
）

①
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産地市場の皆さまに対応していただくことを想定していることパターン② 旗国以外の第三国経由で日本に輸入する場合

輸入事業者に対応していただくこと

適法採捕証明書※の添付（輸入通関時）

※ 外国政府（旗国政府）が発行認証したもの

【①第三国で加工された後、日本に輸入される場合】

加工申告書等※の添付（輸入通関時）

※ 第三国政府（加工地の政府）等が発行した証明書

【②第三国で加工されず、日本に輸入される場合】
「旗国から第三国までの一連の輸送経路を記載した書類」、又は、「第三国政府等が発行する
当該水産製品の詳細、荷おろしと積替え年月日、船名又はその他の輸送手段、第三国での当該水
産製品の保管状態を記載した書類」※の添付（輸入通関時）
※ 第三国政府（経由地の政府）等が証するもの
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旗国以外の第三国を経由して特定第二種水産動植物等を輸入する際には、旗国の政府機関が発行した適法
採捕証明書及び第三国（加工地）政府機関等が発行した加工申告書等の添付が必要。

パターン② 旗国以外の第三国経由で日本に輸入する場合 【流れ】

外 国

国内流通

税 関

輸入事業者等
海外事業者

（生産者・加工業者等）

証明書の発行

旗国の政府

日 本

②

⑥

適法採捕証明書
証
明
書
交
付
の
申
請

輸入

旗
国
で
の
調
達

（
生
産
又
は
仕
入
れ
）

①

加工事業者等

第三国

第三国の政府等

証
明
書
の
申
請

証
明
書
の
発
行

加
工
申
告
書
等

適法採捕証明書を
送付

③ ⑤
適法採捕証明書・

加工申告書等の送付
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④

※ 通関時において適法採捕証明書及び加工申告
書等を添付。

※ 適法採捕証明書に係る協議が終了した国及び
当該国の証明書発行機関については、水産庁
ＨＰで順次公開。

※ 適法採捕証明書を添付できないことについて、
政府間協議が継続中などのやむを得ない事由が
あると農林水産大臣が認めるときは、当該書類
に相当する書類に代えることができます。



パターン② 旗国以外の第三国経由で日本に輸入する場合 【加工申告書等の内容】
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加工申告書等

１．適法採捕証明書番号、漁船名および旗国、認証⽇、漁獲物の説明、総⽔揚げ重量（kg）、加⼯に使⽤された⽔産物（原材料漁
獲物）の数量（kg）、加⼯後の⽔産製品（kg）

２．加⼯⼯場の名称、住所

３．輸出者名、住所（加⼯⼯場と異なる場合）

４．加⼯⼯場の責任者、署名、年⽉⽇、場所

５．承認当局、担当官⽒名、署名、年⽉⽇、場所

１ 第三国で加工された後、日本に輸入される場合

２ 第三国で加工されず、日本に輸入される場合

○ 旗国から第三国までの⼀連の輸送経路を記載した書類

または

○ 第三国の政府機関等が発⾏する当該⽔産製品の詳細、荷おろし及び積替えの年⽉⽇、船舶名⼜はその他の輸送⼿段、第三国での
当該⽔産製品の保管の状態を記載した書類

適法採捕証明書（※記載内容はP41参照）

＋

＋

適法採捕証明書（※記載内容はP41参照）



産地市場の皆さまに対応していただくことを想定していることパターン③ 国産原魚を海外で加工し日本に輸入する場合

輸（出）入事業者に対応していただくこと

国産の特定第二種水産動植物等を海外に輸出した後、輸入する場合

（海外での委託加工等）

適法採捕証明書の交付の申請（水産庁）

適法採捕証明書の添付（輸入通関時）

加工申告書等の添付（輸入通関時）
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国産原魚を海外で加工して日本に輸入する場合には、旗国の政府機関（水産庁）が発行する適法採捕証明書
及び第三国（加工地）政府機関等が発行した加工申告書等の添付が必要。

パターン③ 国産原魚を海外で加工し日本に輸入する場合 【流れ】

※１ 通関時において適法採捕証明書及び加工申告書等を添付。
※２ 輸出業者（原魚を調達する事業者）と輸入業者（加工品の輸入業者）

が別の場合もあり。

国内流通

適法採捕証明書・
加工申告書等を送付

証明書の発行

旗国の政府（水産庁）

適法採捕証明書

証明書の申請

適法採捕証明書を
送付

税

関

日
本
国
内
で
の
調
達

（
生
産
又
は
仕
入
れ
）

輸出入事業者等

日本

①
②

③

④加工事業者等

第三国

第三国の政府

証
明
書
の
申
請

証
明
書
の
発
行

加
工
申
告
書
等
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※１

※２



輸⼊事業者が⽔産庁に対して適法採捕証
明書を申請する際に必要となる書類は、適法
採捕証明書の他、

（１）売買関係書類（伝票等）の写し
⇐ ２①,３①②⑤⑥⑦の裏付け資料
⼀定の要件を満たす場合には、例外的に、

産地市場が作成した必要な情報についての
証明書でも可とする。

（２）漁業許可証等の写し
⇐ ２②③の裏付け資料
⼀定の要件を満たす場合には、例外的に、

産地市場が漁船が所属する団体から⼊⼿し
た情報に基づき作成した証明書でも可とす
る。
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●適法採捕証明書 ●申請書類
１ 認証当局：
①⽂書番号、②認証当局の名称、③担当官名、④認証当局の住所、⑤電話/FAX番号

２ 漁船の情報：
①漁船名、②船籍の⺟港/登録番号、③漁業免許番号/免許対象漁業種別、
④コールサイン、⑤ IMO/Lloydʼs番号、
⑥インマルサット番号/FAX番号/電話番号/メールアドレス

３ 製品情報：
①製品の説明（冷凍⼜は冷蔵の別）、②⿂種、③製品のHSコード、
④船上加⼯の種類（該当する場合）、⑤漁獲⽔域/漁獲年⽉⽇、
⑥推定⽣体重量⼜は⑦推定⽔揚げ重量、⑧検証⽔揚げ重量（該当する場合）

４ 資源管理措置情報
５ 漁船の船⻑：船⻑（⼀定の場合には、適法採捕証明書の記載事項について真正
性を確認出来る者）の⽒名/署名/押印

６ 洋上転載（該当する場合）：
①船⻑の⽒名、②署名/年⽉⽇、③転載⽇/⽔域/場所、④推定重量、
⑤転載を受けた漁船の船⻑の⽒名、⑥署名、⑦漁船名、⑧コールサイン、
⑨IMO/Lloydʼs番号

７ 港湾区域内転載の許可（該当する場合）：
①担当官名、②認証当局名、③署名、④住所、⑤電話番号、⑥⽔揚げ港、
⑦⽔揚げ年⽉⽇、⑧押印

８ 輸出者：
①輸出者名/住所、②署名、③年⽉⽇、④押印

９ 旗国の認証：
①担当官名/役職、②署名、③年⽉⽇、④押印

10 輸送の詳細：
①輸出国、②港湾/空港/その他の出発点、③船名及び船籍、➃航空便/航空貨物運送状番号、
⑤運送トラックの登録国及び⾞体登録番号、⑥鉄道貨物運送状番号、⑦その他の運送書類、
⑧コンテナ番号、⑨輸出者の⽒名、⑩輸出者の住所、⑪輸出者の署名

11 輸⼊者の申告：
①輸⼊者名/住所、②署名、③年⽉⽇、④押印、⑤製品のHSコード、
⑥第三国を経由した輸⼊に係る書類

12 輸⼊管理当局


